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島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定の改定について 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

平素より、島根原子力発電所をはじめとする当社事業運営に対し、格別の  

ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、平成２４年１１月１日に、貴県、米子市および境港市より申入れをいた

だきました、島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に関する協定（以下

「安全協定」という。）の改定に関しましては、長期間に亘る協議にご対応いた

だき、また、この間、協議会の開催や議会でのご議論など、種々のご尽力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

当社がご提案した安全協定の改定案は、申入れの趣旨を踏まえて、これまで真

摯に検討を重ねた結果として、当社としてとり得る最大限の対応を織り込んだ

ものであり、このたび、改定案をご了承いただきましたこと、重ねて、厚く御礼

申し上げます。 

当社といたしましては、鳥取県民の皆さまの安全の確保及び環境の保全を図

るという安全協定の目的は立地自治体と同じとの考えのもと、安全協定の運用

におきましては、同協定第６条の貴県の意見の取り扱いも含め立地自治体と貴

県と同様の対応を行ってまいります。 

当社は今後とも、鳥取県民の皆さまの安全・安心のため、安全協定の誠実な 

運用を行うとともに、島根原子力発電所の安全性を不断に追及してまいる所存

でございますので、引き続き、ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

以 上 


